
企 業 の 明るい 未 来 の た め に

事業案内

さまざまな支援を上手に活用して、
産業保健活動に取り組みましょう！

事業場の状況に応じた各支援の活用イメージ

地域産業保健センターを活
用して、労働者の健康管理
を行いましょう

専門スタッフの訪問指導や
助成金を活用して、自主的
な取り組みを図りましょう

いろいろな研修に参加して、
産業保健に関する理解をさ
らに深めましょう 

さまざまな支援を上手に活用して、
産業保健活動に取り組みましょう！
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★困ったことがあれば、相談窓口を
　活用しましょう

独立行政法人 労働者健康安全機構

徳島産業保健総合支援センター徳島産業保健総合支援センター
地域産業保健センター徳島・鳴門

三好・阿南 地域産業保健センター徳島・鳴門
三好・阿南

働く人の｢こころ｣と｢からだ｣の健康を、無料でサポート！
徳徳島島産産業業保保健健総総合合支支援援セセンンタターー 対対象象：：全全事事業業場場（（労労働働保保険険適適用用事事業業場場））

地地域域産産業業保保健健セセンンタターー 対対象象：：労労働働者者数数５５００人人未未満満のの事事業業場場

利 用 し た い サ ー ビ ス （ 複 数 選 択 可 ）
副業・兼業労働者に関する

相談の場合は〇印を記入注

□ 健康相談結果に基づく有所見に係る医師からの意見聴取

□ 脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導

□ メンタルヘルス不調の労働者に関する相談・助言

□ 長時間労働による疲労や健康不安に関する医師による面接指導

□ ストレスチェック制度に関する相談・助言及び高ストレス者の面接指導

□ 職場の作業環境管理・作業管理についての相談指導

□ 職場巡視による労働衛生対策に関する助言

□ その他（具体的な内容をご記入ください）
      

 

 

利用したいサービス（複数選択可）

□ 研研 修修
複数の事業場が参加する研修会・スタッフ交流会・事業者集会・安全衛生大会等で、研修会・

講演会を開催（共催）してほしい など

□ 相相 談談 労働衛生にかかる相談全般 ※診療行為・カウンセリングは行えません

□ 情情 報報 提提 供供 ストレスチェック制度の資料、健診項目の説明資料がほしい など

□ ﾒﾒﾝﾝﾀﾀﾙﾙﾍﾍﾙﾙｽｽ対対策策
心の健康づくり計画の策定、職場の体制づくり、職場復帰支援対策のポイント、ストレスチ

ェック制度と実施方法などについて助言してほしい など

□ 両両 立立 支支 援援
治療と仕事の両立に関する相談、両立支援プラン等の作成時の助言、個別に事業場と患者（労

働者）との調整を行ってほしい など

□ 訪訪 問問 支支 援援
専門分野の相談員・メンタルヘルス対策促進員・両立支援促進員

（作業場を巡回し、衛生管理や環境管理へのアドバイスがほしい など）

□ 講講 師師 斡斡 旋旋 社内研修の講師を紹介してほしい など

具体的な内容をご記入ください

 

事業場名 業種

所 在 地 〒 労働者数 人（男 人・女 人）

担 当 者
所属又は職名 氏 名

□ 衛生管理者 □ 安全衛生推進者 □ 人事・労務担当者 □ 産業医 □産業看護職
□ 事業者（経営者） □ 労働者 □ その他（ ）

電話番号 （ ） － ＦＡＸ番号 （ ） －

本 社 ・

親 企 業

名 称（ ）

全労働者数（ 人）産業医（専属 人・嘱託 人）
労働者本人からの申込み □

希 望 日 年 月 日 頃 事業場訪問 □希望する・□希望しない

 ○○地地域域産産業業保保健健セセンンタターーををごご利利用用のの場場合合はは、、下下記記ををごご一一読読のの上上、、各各事事項項ににチチェェッッククををおお願願いいししまますす。。
１被相談者が就業する事業場の常時使用労働者数は５０人未満です。

２当社に総括産業医注1はいません。

３今回の健康相談・面談指導は、治療目的でない事を理解しています。

４本事業の実施に必要な個人情報の提供について同意します。

５保健指導結果の取得について労働者の同意を得ています。

６上記に相違ありません。

□はい

□はい

□はい

□はい

□はい

□はい

□いいえ

□いいえ

□いいえ

□いいえ

□いいえ

□いいえ

月 日利利用用申申込込書書

ＦＡＸ番号 ０８８-６５６-０５５０ 申 込 日

注1「総括産業医」とは、企業における名称の如何に関わらず、企業内の事業場の産業保健活動について総括的に指導を行う産業医を指します。
地域産業保健センターは中小企業の小規模事業場を優先的に対象としており、2019年度から総括産業医がいる企業の小規模事業場は支援対象外となっております。

注2 副業・兼業労働者に関するご相談にあっては、事業場規模は問いません。
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健康診断結果
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働く人の「こころ」と「からだ」の健康が企業の未来を明るくする！ 私たちは、ワンストップサービスによる「産業保健スタッフの活動へのサポート」や
「小規模事業場の事業主やそこで働く人への産業保健サービス」を通じて、
すべての人が健康で元気に働けることを目指しています。皆さまのご利用をお待ちしております。

当センターの
HPはこちらから
▶▶▶▶▶

産業医、保健師、看護師、衛生管理者等
を対象として、産業保健に関する様々な
テーマの研修を実施しています。研修ス
ケジュールは産業保健総合支援センター
ホームページでご確認ください。
※研修参加には事前の申込みが必要です。

産業保健関係者に対する
専門的研修等

産業医学、労働衛生工学、メンタルヘル
ス、労働衛生関係法令等に豊富な経験を
有する専門スタッフが、産業保健に関す
る様々な問題について、窓口、電話、メー
ル等でご相談に応じ、解決方法を助言し
ています。また、事業場の具体的な状況
に応じた専門的な支援が必要な場合に
は、事業場を訪問する実地相談も実施し
ています。

産業保健関係者からの
専門的相談対応

専門スタッフ（産業カウンセラー、社労
士、保健師等）が事業場に訪問し、心の
健康づくり計画の作成やストレスチェッ
ク制度の導入・職場環境改善に関する実
地相談、管理監督者や若年労働者を対象
とするメンタルヘルス教育などを行って
います。

メンタルヘルス対策の普及促進
のための個別訪問支援

専門スタッフ（社労士、産業カウンセ
ラー、保健師等）が事業場に訪問し、両
立支援制度の導入等個別訪問支援、患者
（労働者）と企業の間の個別調整支援など
を行っています。

治療と仕事の
両立支援

ホームページ、メールマガジン、情報誌
を通じて、産業保健情報をお知らせして
います。
また、専門図書の貸出等も行っています。
※メールマガジン登録は、産業保健総合
支援センターホームページをご覧くだ
さい。

産業保健に関する
情報提供・広報啓発

事業主を対象とした、職場における労働
者の健康管理等の産業保健に関する啓発
セミナーや、労働者を対象とした、労働
者のメンタルヘルス、生活習慣病
対策等のセミナーを実施して
います。

事業主・労働者に対する
啓発セミナー

医師、保健師または労働衛生工学の専門
家が事業場を訪問し、作業環境管理、作
業管理、メンタルヘルス対策等の健康管
理の状況を踏まえ、総合的な助言・
指導を行います。

個別訪問による
産業保健指導の実施

健康診断で、異常の所見があった労働者
に関して、健康保持のための対応策など
について、事業主が医師から意見を聴く
ことが出来ます。

健康診断の結果についての
医師からの意見聴取

ストレスチェックに係る高ストレス者や
長時間労働者に対する面接指導

ストレスチェックの結果、高ストレスで
あるとされた労働者や、時間外労働が長
時間に及ぶ労働者に対し、医師が面接指
導を行います。

健康診断で、脳・心臓疾患関係の主な検
査項目（「血中脂質検査」「血圧の測定」「尿
中の糖の検査」「心電図検査」）に異常の
所見があった労働者に対して、医師また
は保健師が日常生活面での指導などを行
います。また、メンタルヘルス不調を感
じている労働者に対して、医師または保
健師が相談・指導を行います。

労働者の健康管理（メンタル
ヘルスを含む）に係る相談 ※

地域産業保健センターの
利用には事前の申込みが
必要です。
（総括産業医（企業内の事業場の産業
保健活動について総括的に指導を行
う産業医）がいる小規模事業場は支援
対象外となります。）

また利用回数には
制限があります。
詳しくは、最寄りの地域産業保健セン
ターもしくは産業保健総合支援セン
ターへお問い合わせください。

！！

提供する
サービスは
すべて

無料
です。

各都道府県に設置されている産業保健総合支援センターでは、事業場で産業保健活動に
携わる産業医、保健師、衛生管理者をはじめ、事業主、人事労務担当者などの方々に対して、
産業保健に関する研修や専門的な相談への対応などの支援を行っています。

地域産業保健センター（地域窓口）産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センターの地域窓口として、概ね労働基準監督署管轄区域毎に地域産業保健セ
ンターを設置しています。地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の産業医の選任義務の
ない小規模事業場の事業者やそこで働く人を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導
などの産業保健サービスを提供しています。

産業保健スタッフ向けサービス産業保健スタッフ向けサービス 小規模事業場向けサービス小規模事業場向けサービス
Ⅰ Ⅱ

【各種ご相談】
事前のお申込みが必要です。裏面の利用申込書に必要事項を記入してFAXでお申込みください。
ホームページからのお申込み・お問合せも可能です。
【研修への参加】
ホームページの「研修会・交流会情報」からお申込みください。


